
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  予定納税の減額申請 

Ｑ：私は個人事業を営んでいましたが、今

年の４月から法人組織に改め個人事業を廃止

したため、今度の確定申告での納税額は大幅

に減ると予想されます。６月に入り所得税の

予定納税額の通知が届きましたが、通知され

た金額を納めなければなりませんか？ 

 

Ａ：予定納税額の減額承認申請を行うこと

ができます。 

【解説】 

 所得税は、原則として、一年分の所得に対

する税額を確定申告により納付することとさ

れていますが、前年に所得があれば通常は本

年も所得があると仮定し、前年分の所得税額

から源泉徴収税額を控除した金額（予定納税

基準額）が15万円以上の者については、第１

期（７月１日～７月31日）及び第２期（11月

１日～11月30日）において、予定納税基準額

の１／３相当額の所得税を納付するという予

定納税制度が設けられています。 

 しかし、年の途中で事業を廃止した場合、

災害等による損害を受けた場合、家族に異動

があった場合などで、その年６月30日（第２

期は10月31日）時点での本年の納税見積額が

予定納税基準額に満たないと見込まれるとき

は、その年７月15日（第２期は11月15日）ま

でに、税務署長に対し、本年の申告納税見積

額など一定の事項を記載した予定納税額の減

額申請書を提出することができます。 

 この申請が認められれば、申告納税見積額

に基づき計算された予定納税額が改めて通知

され、その金額を納付することとなります。  
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